
松阪市総合運動公園運動施設使用料

※祝日を除く月曜から金曜 ※平成28年9月1日の利用から施行。

◆多目的グラウンド（人工芝）の使用時間枠について

　【平日】

　主にスポーツの練習としての利用が多いため、使用時間枠を、1枠１時間単位で許可致します。

　ご利用者の都合に合わせた、予約が可能となります。（※平成28年9月1日の利用から施行）

　【土曜・日曜・祝日】

　主にスポーツの大会としての利用が多いため、使用時間枠を、1枠２時間単位で許可致します。

　これにより、使用に対する空き時間枠の整理ができ、稼働率の向上が図れると考えております

のでご理解下さい。

　ただし、17:00～18:00（⑤枠）については、1時間枠となり料金も1時間分となりますので、ご注

意下さい。

◆12:30～13:00（30分間）の取り扱い（※1）

　12:30～13:00の30分間は、午前の部と午後の部との入れ替わりの時間として、原則、貸し出し

を行っていません。

　ただし、前後の時間枠と併せて「通し」で使われる場合にはご使用頂けます。

この場合、30分間は休み時間として扱い、料金は加算されません。

◆ナイター照明の使用（※2）

　ナイター照明を使用する場合は、グラウンドを使用する当日に、事務所で申請をし許可を受けて

下さい。（使用料金が発生します。）

　季節や天候等によって、照明が必要な時間を1時間単位でご使用頂けます。

　例えば、グラウンドの使用は18:00～20:00であっても、照明は19:00～20:00のみの使用が可能

です。
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